
 1

日-タイ婚姻、在留資格申請、ビザ取得までの流れ 
 

 

① タイ人側書類準備、 
タイ人側が日本の婚姻届に署名 
タイ人側の書類を英文にして 

タイ国の外務省の認証を受けます。 
更に、和文にします。 

② 日本で入籍 
①の書類をお送りしますので、日本人側が

日本の役場にて婚姻手続を行います。およ

そ一週間後に戸籍に婚姻事実が記載され

ます。 

⑤ 夫の名字に変更 
女性は夫の名字に変更します。 

（希望者のみ）タイ人の方はパスポート申

請。（ない場合）又は、パスポートの名字

変更を夫の名字に変更 

④ タイ国内郡役場で入籍 
③の書類が出来ましたら、タイ人の方がタ

イの役場にて婚姻の届出。日本で先に婚姻

をすると、婚姻登録証に代わり家族状態登

録簿が交付されます。 

③ タイ国内日本領事で戸籍認証 
タイ国内の日本領事館で英文婚姻証明を

発行してもらいます。更に、タイ文にして

タイ国外務省の認証を 
受けます。 

⑧ 日本へ渡航 
⑦で無事に日本入国のビザが発給された

ら、日本へ渡航する事が可能です。 
 

⑦ タイ国内領事館にてビザ申請 
⑥で交付された在留資格認定書等の必要

書類を揃えて、タイ国内日本領事館で日

本入国ビザの申請を行います。問題がな

ければ翌々日発給されます。 

⑥ 在留資格認定証明書申請 
申請用書類を和文に翻訳してお送りしま

すので、日本人側必要書類を揃えて入国管

理局にて在留資格申請手続を 
行ってください。 

交付までおよそ１～３ヵ月掛かります 

特に、日本への渡航歴がある方、不法滞在や入国歴がある場合、 

入管の審査が通常より長くなります。 
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